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所 在 地 交 番     
              令和３年１２月号      0574-61-0110 

 
年 末 年 始 地 域 安 全 運 動 

～ ゆく年くる年 みんなで守ろう 地域の安全 ～ 

令和３年１２月１０日から 

令和４年 １月 ５日まで 

〇 年末年始に特に警戒を要する犯罪の防止 
   あわただしい年末年始、犯罪者はそのスキを狙っています。 

 

〇 子供と女性の犯罪被害防止 

空き巣などの 

被害が多発！ 

〇 ニセ電話詐欺の被害防止 
   本年は、還付金詐欺、キャッシュカードを狙った手口、電子マネーカードを悪用した詐欺が急増してい

ます。在宅時でも留守番電話を設定し、相手がだれか確認してから電話に出るようにしましょう。 

 

 

 

可児警察署管内では、９月・１０月の２か月間に１９件の空き巣などが発

生しています。 

 被害を防ぐためにも、外出時には窓やドアの鍵を確実に掛けましょう。補

助錠で二重ロックをすると、より効果的です。 

 また、地域の絆を深めて、犯罪者が入り込めない地域を形成しましょう。 

 

 

可児警察署ＨＰ 

 

   油断は禁物です。確実な戸締、補助錠の活用などのちょっとした心がけで被害を防止しましょう。 

   子供に対する声掛けや、女性を狙った犯罪が発生しています。 

令和３年 

   不審者（車）を見かけたら、１１０通報をしましょう。 

   地域ぐるみで『ながら見守り』に取り組み、子供を見守りましょう。 

無事故で年末 笑顔で年始  令和３年１２月１０日から令和４年１月５日 

〇 夕暮れ時と夜間（特に『魔の時間帯（午後４時から午後８時）』）の交通事故防止 

 
   トワイライト・オン（早めのライト点灯）の推進 

～ライト点灯の目安（日没３０分前） １２月中は午後４時ころです！～ 

〇 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保 

   交通事故から命を守るため、信号機を守り、道路を横断するときは必ず横断歩道を渡りましょう。 

   自転車利用の方は、スマホやイヤホンの利用をしながらの運転をしないようにしましょう。 

〇 高齢運転者等の安全運転の励行 
   高齢運転者が第一原因となる交通事故が増加しています。運転に不安を感じ 

たら、運転免許証の自主返納や安全運転サポート車の利用を検討しましょう。 

〇 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

   約束１ お酒を飲んだら運転しない【しない】  約束２ 運転する人にはお酒を飲ませない【させない】 

   約束３ お酒を飲んだ人には運転させない【許さない】 

 


